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浦

周

行

i

…封

明

貿

易

の

影

響
〔綾
)
1

丞
孟

年
五
月
二
+
八
日
に
幕
府
は
癸

寺
讐

に
向

っ
て
.、
.兵
庫
島
の
修
築
を
怠
る
を
詰
b
、

所
詮

於
二
御
願

一は

,
巌
窟

可
レ被

二
執
行

一之

、
至
二
修
画

一は
、

被

レ
仰
コ
付
正
實
定
光

一読
、
.
早
可
レ
被

レ渡
二
披

閲

所
於
両

人
代

一、

・

ε
の
命
令
を
鯨

へ
て
居
る
。
即
ち
東
大
寺
に
封
ず

る
兵
厘
關
升
米
及
び
置
石
二
種
の
關
視
寄
附
の
目
的
が

一
続

請
願
密

の
御
婆

修
す

・
が
籍

、
二
は
兵
鷺

の
修
固
を
な
す
が
爲
め
で
あ

っ
芒

拘
ら
す
、
.後
者
は
其
實
行

が
俘
は
な
か
っ
た
か
ら
、
幕
府
は
前
者
を
東
大
寺
に
保
留
し
、
後
者
を
東
大
寺
の
・手
よ
り
牧
め
て
、
正
實
.
定
光

の
二
人
に
、移
し
、
同
寺
の
雑
事
を
し
て
二
人
の
代
理
人
に
關
所
の
引
渡
を
命
じ
た
も
の
で
あ
る
。
此
正
實
.
.定
光

の
二
念

藤
原
軒
口
推

、
兵
庫
島
の
修
理
は
先
頃

の
如
合

方

に
仰
付
け
ら
る
べ
と

あ
る
倉
方
、
仰
ち
所
謂

公
方
の
土
倉
に
外
な
ら
諏
。
此
倉
方
が
兵
庫
津
の
問
屋
で
あ

っ
て
、
正
實
・
定
光
を
別
人
`
す

る
見
方
も
な

い
で

は
な
い
囑

そ
れ
は
坐
ぐ

記
鎌
の
意
味
を
取
違

へ
た
も
の
で
あ
る
。
而
か
も
東
大
寺
か
ら
全
然
築
港
に
關
す

る
事

務
を
剥
奪
し
π
も
の
で
は
な

い
。
正
實
・
.定
光
の
二
人
を
東
大
寺

の
管
領
す
る
兵
庫
北
關
の
代
官
職
ε
し
て
其
事

1)

2)
5)

東大寺文書所牧幕府御教書

藤原軒日録寛正五年六月二日の修
史學雑誌三〇ノ五、兵庫両開税務の研究
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マ

務
を
管
理
し
、
修
築
事
業
を
遂
行
せ
し
め
ん
ご
す
る
に
過
ぎ
な

い
。
當
時
將
軍
義
激
は
幕
府
の
牧
入
増
加
の
方
針

よ
b
義
瀧
の
封
明
外
交
を
再
興
す
る
意
が
あ

っ
て
、
永
享
四
年

に
第

一
回
の
遣
明
船
を
獲
遣
し
泥
が
、
近
く
其
蹄

朝
ご
共

に
、
明
の
答
賜
使
の
瑞
も
來
朝
マ

ベ
く
期
待
さ
れ
た
か
ら
、
急

に
兵
庫
島
の
修
築
を
急
ぎ
、
東
大
寺

に
任

せ
て
置

い
て
は
其
實
現
を
見
る
こ
ε
が
困
難
で
め

つ
だ
の
で
、
こ
、
に
幕
府

の
御
用
商
人

に
し
て
、
且

つ
其
會
計

事
務
を
管
理
し

つ
ン
あ

っ
た
倉
方
に
移
管
し
た
も
の
ε
解
す

べ
き
で
あ
る
。
(我
遣
明
船
ご
明
の
答
鵜
使

の
船

ご
は

共
に
永
享
六
年
に
兵
庫
に
入
港
し
て
居

る
)

其
後
寛
正
四
年

に
將
軍
義
政
が
遣
明
船
派
遣
の
計
謁
を
な
し
た
頃
、
幕
府
の
管
領
で
あ

っ
た
撮
津
國
守
護
細
川

勝
元
は
蔭
涼
軒
を
経
て
、
明
船
の
来
朝

に
備

へ
る
鋼
め
、
先
規
に
任
せ
て
兵
庫
島
の
修
築
を
な
さ
ん
こ
ε
を
義
政

・

に
申
出
で
、
義
政
は
先
規
を
正
實

・
定
光
の
二
人
に
諮
諭
し
た
。
其
時
細
川
勝
元
は
先
規
の
如
く
幕
府

の
食
方
に

修
築
を
命
ぜ
ら
れ
セ
い
ε
い
ひ
、政
所
よ
り
其
旨
を
傳

へ
た
が
、
倉
方
は
其
負
擢
に
堪

へ
兼
ね
る
こ
ご
を
訴

へ
て
こ

れ
を
僻
退
し
た
の
で
、
終

に
兵
庫
島
の
領
主
た
る
東
大
寺
の
雑
事
年
預
五
師
安
樂
坊

に
命
じ
て
、
東
大
寺
を
し
て

修
築

さ
せ
る
こ
ε
、
な

っ
た
の
で
あ
る
。
此
彼
曹
は
兵
庫
島
の
築
港
事
務
が

一
.時
倉
方
に
移
管

さ
れ
π
ε
は

い
へ

決
し
て
東
大
寺
の
手
を
離
れ
た
澤
で
は
な
か
つ
だ
こ
ご
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
漁
。

-・

此
倉
方
は
兵
庫
の
問
屋
で
な

い
が
、
兵
庫
の
繁
榮
に
伴

っ
て
同
地

の
問
屋
業
の
獲
展
は
も
ご
よ
り
否
定
す

べ
き

の

こ
ε
で
な

い
。
明
慮

五
年

四
月

二
日

の
車

輻

寺
納

米

往
交
を
見

る
ε
、
寺
納
米
十

五
石
が
兵
庫

に
陸
揚

し
て
京

都

-

論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
(四
)

第
+
三
巻

(第
三
號

四
三
)

三
三
七
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論

叢

中
世
都
市
の
強
達
〔四
)
.

第
十
三
巻

(第
三
號

四
四
)

三
三
八

に
蛮
迭
さ
れ
る
迄
の
間
兵
庫

の
問
即
ち
問
屋
の
倉
庫
に
保
管
さ
れ
て
居

っ
て
、
米
三
斗
の
倉
敷
分
を
支
彿
は
れ
ね

こ
ご
が
見
え
る
。
倉
敷
分
ご
は
倉
敷
料
の
事
で
あ
る
。

鷹
仁
文
明
の
内
働
は
近
畿

の
二
大
港
淘
た
る
兵
庫

ε
堺
ざ
を
競
争
状
態
に
導

い
π
。
人
も
知

る
如
く
、
此
内
胤

は
京
都
を
中
心
ご
し
て
行
は
れ
た
も

の
で
あ

っ
陀
か
ら
、
中
国
や
四
囲

尋
九
州
方
面
の
東
軍
や
西
軍
に
薦
す
る
諸

大
名
が
京
都
に
向

っ
て
、
軍
隊

・
糧
食
を
輸
送
す

る
に
兵
庫
を
蓬
ぷ
は
當
然
で
め

っ
た
。
.さ
れ
ば
中
国

刀
.九
州

・

四
國
切

っ
て
の

一
大
雄
藩
で
あ

っ
た
大
内
歌
弘
が
両
軍

に
慮
じ
て
か
ら
は
、
東
軍
の
領
袖
で
囁
津
の
守
護
で
あ
っ

た
細
川
氏
・し
の
問

に
、
此
兵
庫

の
争
奪
戦

の
行
は
る
＼
こ
ε
が
避
く

べ
か
ら
ざ
る
運
命
ε
な

っ
た
の
で
あ
る
。
鷹

仁
元
年
七
月
、
政

弘
が
始
め
て
西
軍
に
鷹
じ
て
大
暴
し
て
上
京
し
ゃ
う
こ
し
た
時

に
は
、
兵
庫
を
避
け
て
、
堺
南

,

荘

か
ら
上
陸
す

る
や
う
に
聞
こ
え
た
。
此
頃
和
泉
も
亦
細
川
氏
の
族
持
久
が
守
護
で
あ

っ
セ
か
ら
、
彼
れ
は
幕
府

.

の
特

に
派
遣

し
た
齋
藤
種
基
ε
共
に
豫
め
こ
れ
に
備

へ
た
の
で
め
る
が
、
政
弘
は
兵
庫
か
ら
上
陸
を
強
行
し
て
陸

路
上
洛
し
だ
の
で
あ
る
。
政
弘
は
敵
の
矯

め
に
本
國
ご
の
聯
絡
を
絶
た
れ
ま

い
ε
し
て
、
兵
庫
を
始
め
殆
ぜ
播
津

一
國
を
攻
略

し
た
が
、
東
軍
に
属
し
陀
播
磨
の
山
名
是
豊
、
赤
松
政
則
等
が
こ
れ
を
妨
げ
て
交
戦

の
紀
聞
が
な
か

っ
た
。・
斯
く
て
兵
遣
を
催
實
に
占
領
す

を
の
困
難
を
看
取
し
た
彼
れ
は
叉
堺

に
着
目
し
て
、
文
明
二
年
頃
同
地
を

も
占
領
し
意
、
大
内
氏
の
兵
粮
米
四
萬
石
の
堺
に
到
着
し
た
の
も
此
頃
の
事
で
あ
る
、

大
内
は
更

に
北
海
の
港
濁
を
も
利
用
し
て
、
本
國
よ
り
糧
食
を
輸
送
さ
せ
て
居
た
。
文
明
四
年
に
越
前
の
朝
倉

争

5)大 乗院脅 祉難事 記交 明二年七 月九目の條

.
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激
景
が
甕

に
降

つ
薦

め
、
両
軍
に
大
恐
慌
集

・
し
た
・
嘉

・
・
.
・
擁

漢

内
銘

・
毛

・
畿

豪

の
臭

名
の
楚

辞

ん
だ
越
票

撃

委

し
た
か
ら
で
あ
っ
㌔

越
前
の
港
籔

賀
で
あ
っ
た
ら
　
が
・
國
は
慧爲

.前

.

蓮
ふ
け
れ
ざ
も
、
若
狭
の
小
漢
も
相
當
利
用
さ
れ
て
居

た
ら
し
い
。
.

鷺
.

リ
ドを

義

飢
中
、
堺
更

の
擁

旨

ざ
ま
し
い
も
の
で
あ
窪

。
彼
等
の
中
に
は
遠
魔

球
に
航
し
て
舞

を
行

器　

る

つ
た
も
の
が
あ

る
。
當

聴

の
琉
球

ε
島
津

氏

ざ
の
關
係

は
猶

ほ
朝
鮮

ざ
宗
氏

こ
の
そ

れ
の
如

き
も
の
が
あ

っ
て
、

瀦以
大

高
津
氏
は
他
国
人
の
琉
球
渡
航
を
妨
げ
、
通
商
の
利
.盆
を
聾
断
し
や

う
・ご
務
め
つ
Σ
あ

っ
た
か
ら
、
堺
商
人
の
渡

翻

航
に

つ
い
て
も
、
幕
府
。
抗
夢

申
込
ん
だ
も
の
か
、
交
明
三
年
に
、
幕
府
は
堺
の
商
船
の
募

を
糞

す
し
て

駄

琉
球
に
渡
航
す

る
を
禁
じ
、
若
し
こ
れ
に
違
犯
し
た
も
の
裁

つ
暮

合
は
其
讐

を
叢

し
て
京
都
に
蓬
蓬
せ

焔

々

+

+

ヨ

し
む

べ
き
命
令
を
難

立
久
零

し
た
こ
慕

あ
・
。
.
.

・

肛
鬆

入

、
東

燃
詮

饗

し
て
義

蝸
の
齎
ち
し
た
多
大
の
腹
獲

幕
府
の
奮

船
の
埠
啓

し
て
の
兵
庫
の
地
位
を
奪
つ

講

磯

明
迷

、

元

一
事
で
あ
ら

う
。
由
來
大
内
氏
は
亦
特
殊
地
位
を
利
用
し
て
豊
明
貿
易
に
特
別
の
地
歩
葎
占

め
、
明
に
赴
く
貿

幾

鋤

易
家
は
皆

一
億
同
氏
に
渡
り
を
附
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
大
内
氏
の
富
は
蹄
朝
後
の
彼
等
か
ら
徴
し
た
莫
大
な

鱒
蕉
撚

君
田
労

、
杣
釜

の
牧
盆

裁

つ
た
こ
毫

多
か
っ
た
ら
・フ
豪

せ
ら
れ
・
.
薄

の
需

船

に
つ
い
て
も
、其
賭

・
設

階
瀞

乗
加

之

,
備
.方
物
の
調
達
等
を
引
請
け
て
利
潤
を
得

つ
、
め

っ
た

大
内
氏
の
領
内

に
あ
っ
た
博
多
の
殷
賑
も
亦
其
謝
.明
貿

大
塵
叶

易
の
影
響
を
最
も
多
く
受
け
陀
覚
め
で
め
っ
た
。
賢
徳
三
年
に
獲
せ
ら
れ
だ
天
龍
寺
船

の
綱
司
以
下
が
、
皆
博
多

の

つ

論

叢

中
世
都
市

の
獲
達

(四
)

第
十
三
巻

〔第
三
號

四
五
)

三
三
九

'

一_吊_
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ぞ

,

庸

叢

中
世
都
市
の
猴
達
(四
)

第
十
三
巻

(第
三
號

四
六
)

三
叫
Q

に
赴

い
て
商
人
を
誘
ひ
所
要
の
船
舶
や
方
物
を
調
達
し
π
の
は
博
多
商
人
の
遣
明
船
に
於
け
る
特
殊
地
位
を
語

っ

て
居
る
。
明
人
の
居
留
地
が
町
の

一
匠
を
な
し
て
居
た
の
も
此
頃

の
事
で
あ
る
。
博
多
商
人
は
叉
商
業
上
優
秀
な

る
伎
倆
を
有
し
て
居

る
も
の
`

]
般
に
認
め
ら

㊨
て
居
π
。
永
享
元
年
八
月
、
幕
府
が
筑
紫
の
富
家
四
人
を
京
都

わ

に
移
住

さ
せ
た
こ
ド
　が
あ
る
。
.こ
れ
此
(刺
激

に
依

っ
て
京
都
を
贈

さ
ん
が
爲
め
で
あ

っ
た
、
所
謂
筑
紫
が
博
多
を

意
味
す

る
こ
ε
言
ふ
迄
も
な
い
。

、
.

・

大
内
が
幕
府
の
反
局
側
に
立

つ
た
こ
ε
は
幕
府
の
財
源
淀
る
遣
明
船

の
出
帆
に

　
大
障
礙
を
與

へ
右
こ
ご
、
な

っ
た
。
此
頃
明
か
ら
懸
軍
に
贈

っ
た
新
勘
合
印
は
表
面
海
賊
の
爲
め
に
奪
は
れ
た
こ
ピ
に
成

っ
て
居

る
け
れ
こ
も

其
實
大
内
氏

に
横
奪

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

(現
に
毛
利
家
に
傳
ば
る
明
の
勘
合
印
は
大
内
氏
の
替
藏

に
相
違
な

い
)

大
内
氏
の
領
土
は
中
国
の
西
部
か
ら
九
州
の
北
部
に
亘

っ
て
居
り
、
瀬
戸
内
海
の
船
衆
即
ち
海
賊
は
伊
豫

の
河
野

.

氏
を
始
め
ε
し
て
大
内
氏
の
部
↑
た
る
關
係
に
あ
っ
た
か
ら
、
此
方
面
の
制
海
権
は
大
内
氏
の
掌
中
に
あ
っ
た
こ

申
し
て
宜
し
い
。
大
内
氏
の
去
就
が
東
西
両
軍
の
間
に
重
き
を
な
し
た
の
は
決
し
て
偶
然
で
な
か
ら
う
。
大
内
氏

に
し
て

一
た
び
西
軍
に
厳

し
把
後
は
、
幕
府
の
遣
明
船
が
従
来
の
如
く
瀬
戸
内
海
を
通
過
す
る
は
頗
る
危
.に
陰
瀕

し
て
來
セ
。

さ
れ
ば
交
明
元
年
に
蹄
朝
し
た
澄
明
船
の
如
き
も
、
大
内
氏
が
海
上
に
要
し
て
掠
奪
を
行
ふ
ε
の
風

説

に
脅
か
さ
れ
て
、
、九
州
の
南
岸
か
ら
土
佐
を
迂
回
し
て
蹄

つ
把
程
で
あ
る
。

斯
る
形
勢

の
裡
に
も
、
幕
府
は
大
内
氏
の
手
を
離
れ
て
直
接
に
遣
明
船
を
出
だ
す
こ
ピ
に
苦

一6
し
π
結
果
、
堺

7>京 都 将軍家譜

8)大 乗院寺肚雑事記家 明元年八月十三 日の條

、
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に
注
目
し
出
し
た
。
交
明
六
年
、
幕
府
は
堺
の
商
人
湯
川
宣
阿
、
小
島
三
郎
左
衛
門
、
和
泉
の
小
島
林
太
郎
左
衛

.

門
尉
に
渡
明
を
命
じ
、
彼
等
の
琉
球
渡
航
を
妨
げ
ざ

る
や
う
に
ご
の
命
令
を
島
津
氏
山に
獲
し
て
居
る
。
こ
.恥
被
羽

の
往
復
、
琉
球
に
寄
航
す

る
こ
ピ
の
保
障
を
與

へ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
文
明
八
年
に
は
又
幕
府
の
遣
明
船
が
三
艘

堺
を
獲
し
穴
㌶
め
、
海
上
の
警
固
を
島
津
氏
に
命
じ
、
同
じ
く
十
五
年
に
も
、
日
向
國
中
の
津
々
浦
々
に
於
け
る

遣
明
船
の
警
固
を
同
氏
に
命
じ
て
居
る
㎎
是
等
の
遣
明
船
は
何
れ
も
堺
を
獲
し
て
、
土
佐
沖
か
ら
薩
摩

の
南
岸

に

出
で
、
蹄
路
も
亦
同

一
の
航
路
を
通

っ
て
堺
に
着
岸
し
た
も
分
で
あ
る
。
文
明
十
年
二
月

の
御
激
書
に
、
遣
明
正

使
、
副
使
以
下
の
在
國
中
よ
b
蹄
耕
の
口
述
意
を
用
み
て
扶
持
せ
よ
ε
あ
る
が
見
え
る
は
、
彼
等
が
是
等
の
方
面

に
於
て
途
中
よ
陸
し
π
場
合
を
意
味
す

る
、
島
津
氏
の
領
内
た
る
薩
摩

の
坊
津
、
日
向
の
飫
肥
の
繁
榮
は
琉
球
貿

易
の
外
、
此
封
明
貿
易
の
影
響
に
依
る
も
の
で
あ

っ
セ
。

東
西
両
軍
の
講
和
後
、
義
政
は
大
内
氏
の
封
明
貿
易
に
聞
す

る
特
殊

の
地
位
を
復
督
す

る
こ
ε
に
同
意
し
だ
"

れ
ご
も
、
文
明
十
五
年
の
遣
明
船
は
俗

ほ
依
然
冠
し
て
堺
商
人
の
請
切
即
ち
請
負
に
依

っ
て
行
は
れ
π
。
當
時
堺

商
人
が
有
力
な
る
競
箏
者
を
排
し
て
斯
る
大
任
を
託

さ
れ
、
而
か
も
完
全
に
共
任
務
を
果
た
し
つ
㌧
あ

っ
た
の
は

企
、↑
堺
の
商
業
機
關
の
獲
達
に
基
く
も
の
ε
看
做
さ
ね
ば
な
ら

漁
。

私
は
こ
》
で
少
し
く
當
特
の
蜀
明
貿
易
の
手
編
に

つ
い
て
説
明
す
る
も
、
無
用
の
事
で
め
る
ま

い
巴
思
ふ
。
幕

府
若
し
く
は
幕
府
の
特
許

の
下
札
派
遣

さ
れ
把
遣
明
船
(
天
龍
寺
船
の
如
き
)
は

一
種

の
合
資
貿
易
で
あ
っ
陀
が
、

論

叢

中
世
都
市
の
獲
達
{臆
)

第
+
三
巻

(第
三
號

四
七
)

三
四
]

9)醒 藩蕾記
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語

誌

提

都
市
の
蓬

(四
)

筆

三
巻

(第

一廃

四
八
)

三
四
二

'

實
際
は
下
請
賃
人
た
る
商
人
の
手

で
行
は
れ
た
の
で
み
る
。
此
種

の
遣
明
船
で
は
、
其
乗
込
人
〔商
人
)
よ
り
、

一

入
に
.σ
い
て
二
+
貫
文
の
船
賃
を
徴
し
、
積
込

の
貨
物
(貿
易
品
)
か
ら
は
、

一
駄
に

つ
い
て
十
二
貫
交

〔も
ε
ば

八
貫
交
で
む

つ
た
)
.を
牧

防
た
。
但
十
駄
を
積
込
ん
だ
も

の
に
は
共
船
賃
を
免
除
し
た
上
に
、
今

一
人
を
無
賃
で

粛

込
表
す
特
典
が
興

べ
む
れ
、
二
十
駄
を
積
込
め
ぱ
、
更

に

　
人
を
同
様
無
賃

で
乗
込
ま
す
こ
ご
が
出
京
た
。
是

等

の
牧
入
を
以
て
、
造
船

か
ら
船
内
の
設
備
、
明

へ
の
方
物
導
に
要
す
る
纏
費
を
支
辨
し
、
叉
勘
合
申
請

の
手
敷
料

に
売
で
た
の
で
め
る
。
斯
く
て
蹄
朝
の
後
ば
其
楡
入
し
だ
貨
物
の
代
贋
を
、
日
本
の
相
場
に
見
積

っ
て
、

一
割
を

幕
府
若
し
ぐ
播

の
嚢

主
編

め
た
・
轟

が
即
ち
抽
銭

で
あ
る
嘲
賢
徳
三
年
に
響

ら
れ
た
天
龍
寺
磐

つ
い
て
は
、
蔭
涼
軒
日
讐

塵
晋

讐

に
梢
詳
し
い
記
鍬
が
残

っ
て
居
る
が
、
そ
れ
に
擦
を

、
次
ぎ
の
如
一

一
.號
鷲

か
ら
十
號
船
遣
す

べ
て
十
艘
か
ら
成
立

っ
て
居
た
σ

一

號

舶

、
.一
.一
號

船

,三

號

船

.

四

,號

船

五

號

船

天
龍
寺

.伊
勢
注
樂
枇

天
龍
寺

、九
射
探
題

島
津

六

號

船

名

號

船

入

號

船

九

號

船

+

號

船

大
友

大
内

大
和
多
武
峯

天
龍
寺

伊
勢
法
樂
肚

但
し
象

は
勲

昂

婁

誓

が
ら
、
嚢

差

の
で
、
蟹
隈
渡
明
し
π
の
は
九
般
で
め
つ
π
。
天
龍
寺
蟹

江0)鹿 苑 』ヨ錐 明 態 八 章…:八月大 同の
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消
す
る
丈
に
、

天
龍
寺
の
貨
物
は
最
も
多
ズ
、

隻
数

の
如
き
も
全
膣
の

三
分
の

一
を
占

め
て
居
り
、

法
樂
肚
は

そ
れ
に
次

い
で
二
艘
で
み

つ
た
が
、
其
中
丸
號
船
ざ
十
號
船
ε
は
所
謂
枝
船
で
あ
る
。
天
龍
寺
の
貞
都
開
が
綱
司

ご
な
り
、
増
都
聞
が
三
號
階
の
居
座
ε
な

っ
て
、
先
づ
博
多

に
赴
き
、
同
地
の
商
人
を
誘

っ
て
、
船
舶

・
方
物
を

調
達
し
た
こ
ご
は
既
に
述

べ
だ
。
是
等

の
遣

明
船
に
は
毎
隻
幕
府
の
警
固
の
武
士
が
乗
組
ん
で
居

っ
て
、
商
人
の

不
注
行
爲
を
取
締

り
、
探
題

・
大
内

・
大
友

・
多
武
峯
等
も
そ
の
俗
官
を
乗
込
ま
せ
て
居
た
。
天
龍
寺
船
ご
は
い

ふ
も
、
表
面
は
他
の
遣
明
船
同
様
、
牆
壁

の
名
に
於
て
明
に
遣
さ
る
》
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
將
軍
の
明
に
贈
る
べ

き
方
物
〔馬
二
十
匹
)
は
天
龍
寺

に
於
て
支
辨

し
、
こ
れ
に
謝
す

る
明
の
返
禮

は
皆
公
物
ε
し
て
將
軍
に
納

め
る
け

れ
ざ
も
、
其
他
の
貨
物

に
つ
い
て
は
、
天
龍
寺
船

の
蹄
朝
後
、
鹿
苑
院

に
於
て
、
院
主
竺
雲
和
荷
主
ε
し
て
油
分

を
行
ひ
、
.日
本
の
物
債

に
見
積

っ
て
其

一
割
を
寺
に
納
め
、
.寺
物

ε
さ
せ
た
。
こ
れ
取
り
も
直

さ
す
幕
府
が
天
龍

寺
に
謝
し
て
寄
附
す
る
意
味

に
外
な
ら
ぬ
。
而
か
も
こ
れ
ξ
同

　、の
場
合
は
他
の
船
生
の
場
合
に
も
あ

っ
た
。
倒

せ
ば
四
號
船

の
九
州
探
題
の
和
ぎ
も
、
領
内

の
筑
前
聖
幅
寺
の
造
管
.の
薦
め
に
し
π
も
の
で
あ

っ
て
、
さ
な
が
ら

幕
.府
孟
天
龍
寺
こ
の
關
係
に
似
て
居
る
。
故

に
四
號
船
の
商
人
は
天
龍
寺
以
外

こ
れ
に
相
當
の
油
分
鍾
を
納
ね
ば

な
ら
鳳
。
而
し
て
比
熱
は
叉
他
の
大
友

・
大
内
等

の
諸
船
主
の
場
合
`
て
も
亦
同
様
で
あ
ら
う
。
曇
芳
瑞
西
堂
が

大
友
親
綱
の
徳
を
頌
し
て
、
「去
歳
入
唐
船
路
、
各
出
二
油
分
】、
先
命
二
諸
費

定
二
物
璽

、
倉
出

二
+
分

『

然
可
出

二

.

一
貫

一着

減
二
三
百

一、
可
レ出

二
十
貫

一者
減

二三

貫

噛、
蝕
可
"H例
知

一也
、
此
赤
寡

欲
之

至
也
」
ご

い
っ
て
居

る
の
は
こ
れ

を
讃
す

べ
き

で
あ

る
。
.

然

る
に
堺

の
商

人
は
貿
易

の
利
得

の
多

少
を
問
は
ず
、
初

か
ら

一
艘
何
程

ε
詰

切

っ
た
請
負
貿
易

で
あ

っ
た
。

論

叢

中
世
都
謝

窪

西

)

第
+
三
省

(笙

親

四
九
}

.三
廻

=

11)臥 雲 日借録享徳四年 正月五 日の條

.



,

論

叢

中
世
都
市
の
駿
達
(四
)

第
十
三
巻

(第
三
號
.

五
〇
)

三
四
四

彼
等

は
南

海
沖
を
迂

回
す

る
爲

め
、
渡
航
費

の
非
常

に
識

左
だ

に
拘

ら
す
、
廊

朝

の
後

は
迅
速

に

一
定

の
柚

分
銭

を
納

め
て
居

る
。

而

か
も
此
抽

分
銭

把

る
や

、
貿

易
家

の
立
場

か
ら

い

へ
ば

、
頗

る
割
高
な
も

の
で
あ
.つ
た
。

交

/

明
十
五
年
の
如
き
、
堺
の
商
人
は

一
號
船

ε
三
號
船
蓬
を
各
四
千
貫
交
で
請
負
う
て
居
る
が
、

一
般
に
は
、
四
千

助

貴
女

に
て
は
到
底
収
支
相
償
は
す
ε
し
て
、
三
千
貫
丈
を
相
當

ご
認
め
ら

肌
て
居
た
の
で
あ
る
。
堺
が
後
進
の
港

潤
ご
し
て
光
輝
あ
る
千
年
の
歴
史
を
有
す

る
兵
庫
を
排
し
、
博
多
の
商
人
を
凌
駕

し
て
、
新

に
布
敷
の
港
濟
都
市

た
る
を
得
た
の
は
、
政
治
的
原
因
以
外
、
其
商
人
の
奮
圖
努
力
に
依

っ
た
こ
ε
が
多

い
。

堺
の
商
人
の
海
外
雄
飛

に
っ
炉
て
は
前
に
述

べ
π
事
實
の
外
に
も
為
幾
多

こ
れ
を
讃
す

べ
さ
も
の
が
あ
る
。
文

明
の
頃

、
堺
の
商
人
薬
屋
某
が
北
京
に
居

っ
て
、
不
正
な
明
商
を
懲
ら
し
た
事
實
や
、

一
休
の
俗
弟
子
で
あ

っ
た

堺
の
富
豪
宗
臨
が
同
郷

の
商
人
淡
路
屋
壽
源

ξ
協
力
し
て
、
京
都
の
大
徳
寺
を
造
螢
し
把
持
、
樒
を
以
て
梁

`
す

ロ

れ
ば
、
其
家
が
榮
え
る
ε
の
俗
説
に
從

っ
て
嘗

て
西
域
諸
国
に
通
じ
た
船
檣

を
寺
に
逡

っ
て
其
梁
ε
し
た
話
な
ご

に
て
も
其

一
班
が
窺
は
れ
や
う
。
さ
れ
ば
彼
等
の
中

に
は
素
封
の
富
を
積
ん
だ
も
の
も
多
か
っ
た
こ
見
え
、
前

に

引

い
π
堺
の
貿
易
家
湯
川
宣
阿

の
如
き
は
衣
明
十
五
年
に
七
十
七
歳
で
残
し
て
居
る
が
、
其
茶
眺
に
附
せ
ら
れ
た

　

日
は
、
貴

賎

の
見
物

市
を
な

し
だ
ε

い
は
れ

る
。

以

て
其
聚
華

を
ト
す

べ
き
で
め
ら
う
。

斯
様

に

一
面

活
動
的

で
あ
り

、
叉
他
面

に
信
用

を

重

ん
じ
た
堺

の
商

人
は
、
或

る
意
味

に
於
け

る
商
業
道

徳
ド

翰

於
て
も
頗

る
徹
底

し
た
も

の
で
あ

っ
た
。
「
堺
之
商
人

不
レ
官
二
父
子

之
間

一、
互
事

レ
利
以
証

レ
之
」
ピ
は
其

父
子

の
間

!

柄
で
す
ら
抜
目

の
な
か
つ
把
こ
`
を
意
味
す

る
の
で
あ
る
。
彼
等

の
商
業
に
卓
越
し
た
天
分
は
恐
ら
く
博
多
商
人

以
上
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
鳳
。
彼
等
が
堺
の
隆
運
を
築
き
上
げ
た
の
も
決
し
て
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

12)

13)
14)

鹿苑 日録明慮八年八 月六 口の條

親長 記

鹿苑 日銀

.


